
特則承認申請明細書 
 
 
宇宙航空研究開発機構 種子島宇宙センターで運用中のH－ⅡＡロケット及びH－ⅡＢロ

ケット（以下「基幹ロケット」という）の固体ロケットブースター（以下「ＳＲＢ－Ａ」

という）を種子島宇宙センターの第２火薬庫で最大３本保管するため、貯蔵量の増に係る

特則承認を申請したく、その概要について以下に説明します。 
 
現状の第２火薬庫の設置許可及び特則承認内容は以下のとおりです。 
[当初設置時] 
（１）火薬庫区分     ：    地上式１級火薬庫  
（２）貯蔵火薬類の種類  ：  火工品  
（３）最大貯蔵量      ：  ８０トン（火薬換算）   
（４）第２火薬庫設置時の特認（ 昭和５４年２月２８日  54 立第 47 号 認可）  
    ①壁の一部を爆風抜き対策として石綿スレート葺きとする。 
   （平成 19 年に無石綿スレートへ変更  平成 19 年 3 月 7 日消防第 5 号の９）  
   ②床面は地盤面を同一とし、通気口を設けず、空調施設により湿気対策とする。  
   ③火薬庫の暖房は温水を使用せず、温風又は冷風を使用した循環空気によるものと

する。  
   ④火薬庫の屋根はコンクリート造りとする。   
   ⑤既設の土堤及び自然山体を利用すること等により火薬庫の土堤は省略する。  
   ⑥火薬庫の天井裏又は屋根に取り付けるべき金網を省略する。  
   
[平成 26 年２月] 
（１）第２火薬庫にＳＲＢ－Ａを保管するための置台を設置する場合の高さ制限に関す

る特認（平成 26 年 2 月 24 日認可 20140212 商第 25 号） 
  ①搬出入装置を使用して貯蔵する場合の火薬類を収納した容器包装の高さを 4.72m

以下とする。 
 
第２火薬庫の配置を図－１に示します。  
第２火薬庫の平面図、立面図、外観写真を図－２に示します。  
 
 
 
 



１．特則承認を受けようとする事項 

  火薬類取締法施行規則（以下「規則」という）第 32 条（危険の虞のない場合の特則）

に基づき、規則第２０条（最大貯蔵量）に規定する貯蔵火薬類の数量について特則承認

を申請します。 
 

２．特則承認申請する理由 

 本申請に係わる第２火薬庫（一級火薬庫）における火薬類の貯蔵量が規則第２０条に

規定する数量（火薬８０トン）の基準を満たすことができないため、規則第３２条によ

り特則承認を申請するものです。 

 

３．特則承認申請の内容 

種子島宇宙センターで打ち上げられる我が国の基幹ロケット（Ｈ－ⅡＡロケット及び

Ｈ－ⅡＢロケット）用ＳＲＢ－Ａ３本を第２火薬庫に貯蔵するため、最大貯蔵量として

２００トン（火薬換算）を必要とします。 

これらを必要とする理由を４項に、安全性については５項に示します。 

また、法定保安距離については表－１のとおりであり、すべての保安物件に必要な  

距離を確保しています。保安距離の確保状況を図－３に示します。 

          表－１ 第２火薬庫 火薬貯蔵量２００トンの場合の保安距離 

火薬庫 ： 第２火薬庫（一級火薬庫）最大貯蔵量： 200トン（火薬換算） 

                          100トン（爆薬換算） 

保安物件(注) 実距離(ｍ) 
法定保安距離 

距離（ｍ） 計算式 

第１種 
広田地区 善福寺 

（社寺） 
2200 747  

第２種 
広田地区 

（村落の家屋） 
2000 652  

第３種 
小型衛星推進薬 

充填棟（工場） 
290 184(*1)  

第４種 
固体ロケット組立棟 

（火薬類取扱所） 
220 116(*1)  

＊１  通商産業省告示４９通告第５９号第２号のロ適用 

（注）保安物件の種類毎に当該火薬庫に距離が最も近い物件を記載 

33 40/100550×

33 40/100480×

240/100270 33 　／×

240/100170 33 　／×



４．特則承認申請に至った理由 

  種子島宇宙センターにおけるＳＲＢ－Ａの貯蔵は、平成２５年度まで日油株式会社（以

下「日油」という）へ 継承した第３火薬庫及び第４火薬庫にて実施してきましたが、

平成２５年度からＳＲＢ－Ａの搭載本数が多い H－ⅡＢロケットが本格運用されること

となり、ＳＲＢ－Ａの貯蔵量が不足することが考えられたため、平成２５年１０月に日

油管理の第３火薬庫の貯蔵量を２００トン（SRB-A３本）から２７０トン（SRB-A４本）

に増やす特認を受けました。 
また、JAXA 管理の第２火薬庫について、床の全面改修や搬入路の拡幅工事を行うこと

でＳＲＢ－Ａ１本を貯蔵可能とする対策を取ってきました。（平成２６年２月にＳＲＢ－

Ａ置台設置に係る火薬保管時の高さ制限を４．７２ｍとする特認が認可された） 
現在基幹ロケットの打上げは、基幹ロケットによる打上げ輸送サービスの事業者であ

る三菱重工業株式会社（以下 MHI という）が打上げの執行を実施しております。基幹ロ

ケットの打上げが順調に推移し、MHI は新たな商業打上げ受注にも成功するなど、打上

げ計画はますます多くなり、ＳＲＢ－Ａの貯蔵量が更に不足することが考えられていま

す。 
ＭＨＩによる今後の打上げ計画を図－４に示します。 

 
  ＭＨＩによる商業打上げとＳＲＢ－Ａの製造・貯蔵に関する概要を以下に示します。 

 
現在、種子島宇宙センターでは、ＳＲＢ－Ａの製造（推進薬充填）を日油が実施し、

それ以降のＳＲＢ－Ａの打上げ前準備作業、コア・ロケットへの取付け・打上げ作業を

ＭＨＩが実施しています。ＪＡＸＡは打ち上げ安全監理業務、射場施設・設備の維持整

備を行い、ＭＨＩへは施設・設備の供用、日油へは製造施設・設備の貸与を行っていま

す。 

 

ＳＲＢ－Ａ製造からロケット打ち上げまでの作業の流れを図－５に示します。 

関連する施設の配置を図－６に示します。 

 

ＳＲＢ－Ａは２種類（202 型モータ、204型モータ）がありますが、基幹ロケットのラ

インナップに合わせて、下記の組み合わせで使用されます。 

（１）Ｈ－ⅡＡロケット標準型（ＳＲＢ－Ａ202型モータ２本） 

（２）Ｈ－ⅡＡロケット標準型（ＳＲＢ－Ａ204型モータ２本） 

（３）Ｈ－ⅡＡロケット 204型（ＳＲＢ－Ａ204型モータ４本） 

（４）Ｈ－ⅡＢロケット    （ＳＲＢ－Ａ204型モータ４本） 

 



 

上記ロケットは打ち上げのミッションに合わせて選択され、打ち上げ計画に合わせて

ＳＲＢ－Ａが製造されます。 

大型ロケット組立棟においては、２機のロケットを整備することが可能で、打ち上げ

間隔が短い場合に対応できるようになっています。 

固体ロケット組立棟においては次のロケット用のＳＲＢ－Ａの準備作業が行われます。 

 

現在は打ち上げが年間通じて実施可能で、打ち上げ間隔が短く計画されると、先述の

(1)又は(2)のロケット（ＳＲＢ－Ａ２本使用）、(3)又は(4)のロケット（ＳＲＢ－Ａ４本

使用）を準備することがあります。この場合、大型ロケット組立棟及び固体ロケット組

立棟においては最大７本のＳＲＢ－Ａが準備され、また、以降の打ち上げのためＳＲＢ

－Ａを継続的に製造していきます。（図－４参照） 

ＳＲＢ－Ａの製造（推進薬充填）は１本当たり１．５ヶ月を必要とし、２本分で３ヶ

月、４本分で６ヶ月を要します。 

また、ＳＲＢ－Ａの準備作業（２本分）に約１．５ヶ月、その後のロケット組立～打

上作業には１．５ヶ月を必要とするため、ＳＲＢ－Ａの製造日程については打ち上げ予

定時期の約１年前から準備など含めて調整していきます。 

 

一方で、衛星や国際宇宙ステーションの都合で打ち上げ時期が当初計画より遅れること

や、ロケット打ち上げ準備作業の都合などで直前になって延期となることがあります。 

この様に打ち上げが長期延期となった場合は消費予定が定まっていない準備済みのＳＲ

Ｂ－Ａは火薬庫で貯蔵・保管する必要があります。 

上記の点から、なんらかの都合で打ち上げが長期延期となった場合、火薬庫の外にあ

るＳＲＢ－Ａを火薬庫に戻す事態や貯蔵期間が長くなる（使用されるＳＲＢ－Ａの種類の

違いにより先入れ先出し出来ない）事態などが想定され、図－４に示しました現状の打上

げ計画では最大で１０本の貯蔵場所の確保が必要となる状況です。 

 

 現在の第３、第４火薬庫及び第２火薬庫ではＳＲＢ－Ａ合計８本が貯蔵可能ですが、

さらに貯蔵場所を確保する場合、規則第２０条（最大貯蔵量）に定められた最大貯蔵量

（火薬 80 トン）に基づくと、ＳＲＢ－Ａ１本（火薬換算 66 トン）当たり１棟の火薬庫

の新設が必要となります。 

  現在ある火薬庫は基幹ロケットの射点を中心とした機能の集約、運搬道路の勾配、  

打上支援設備等を考慮し種子島宇宙センターの北部に設置されています。（図－１参照）。 

新たに火薬庫を設置するためには、家屋等の第１種・第２種保安物件、既存施設等の

第３種・第４種保安物件との法定保安距離を十分に確保し、かつ安全に運搬にできる道

路を作ることができる場所を選ぶ必要がありますが、以下の点で適切な用地を確保し、



火薬庫を新設することが困難となっています。 

（１） 第４火薬庫北部は、第２非破壊試験棟（第４種保安物件）に対しての保安距離が 確

保できない。 

（２） 西部あるいは南西部には火薬類製造所（日油㈱種子島事業所）並びに第２衛星試験

棟などの第３種保安物件があり、保安距離が確保できない。 

（３） 北西部は５０ｍを越える山と”阿武鋤川”の源流があり、起伏が激しく、安定した

地盤でかつ安全に運搬できる緩やかな勾配の道路を作ることが難しい。 

（４） 第２火薬庫の東から北東部は海岸に向かって急な斜面になっており、安定した地盤

でかつ安全に運搬できる緩やかな勾配の道路を作ることが難しい。 

（５） 北西から南西側は固体ロケット組立棟などの保安物件があり、保安距離が確保でき

ない。 

 

これらの状況を踏まえ、現在の第２火薬庫を活用して貯蔵場所を確保可能か検討しま

した。検討結果は以下の通りです。 

（１）第２火薬庫はＳＲＢ－Ａを最大３本貯蔵できるスペースがある。 

（２）第２火薬庫は３本貯蔵とした場合の最大貯蔵量でも、保安距離を確保することが で

きる。 

（３）侵入警戒などのセキュリティシステムが確立されている。 

（４）第２火薬庫はＳＲＢ－Ａ組立棟の近くにあり、ＳＲＢ－Ａ組立棟との間でのＳＲＢ

－Ａを移動する場合、一般に公開している構内道路を通ることなく最短距離で短時

間で移動することが出来るため、より安全性が向上する。 

 

上記の点から、現在のＳＲＢ－Ａの貯蔵施設として高さ制限の特則承認の認可を受け、

ＳＲＢ－Ａ１本の貯蔵を許可いただいている第２火薬庫を活用することとが最適と考え

られます。 

そのため、今回さらに特則承認申請を行ない、下表のように第２火薬庫にＳＲＢ－Ａ 

を最大３本貯蔵できるよう、最大貯蔵量を 200 トン（火薬換算）とさせて頂きたいと考

えています。 

 

 現行 今回申請 

第２火薬庫 火工品 80 トン 

（ＳＲＢ－Ａ１本[66トン]） 

火工品 200トン 

（ＳＲＢ－Ａ３本[198トン]） 

 

なお、第２火薬庫はＳＲＢ－Ａの移動距離が短い安全性がありますので、定常保管本

数は第３、第４火薬庫と同等の２本とし、打上げ延期などの緊急避難的貯蔵時に最大で

３本貯蔵とさせて頂きたいと考えています。 



 

３本貯蔵時のＳＲＢ－Ａの配置を図－７に示します。 

３本貯蔵時はＳＲＢ－Ａ以外の火工品は貯蔵せずに等間隔で並べる形とし、３ｍ程度

の距離をおいて保管します。 

また、１本～２本貯蔵時には図－８に示しますように、ＳＲＢ－Ａ主モータの他に  

点火モータ類を納めたコンテナを貯蔵したいと考えています。 

 

固体ロケット組立棟から火薬庫へ戻す場合のＳＲＢ－Ａは図－９に示す形態で、一部

に火工品は取り付けられていますが、点火用デトネータは取り付けられていないこと、

ならびに隔壁型起爆管（ＴＢＩ）を取り外すことで、ＳＲＢ－Ａモータに点火できない

状態とし、安全を確保した上で貯蔵します。 

 

  



５．特則承認の安全性 

５．１ＳＲＢ－Ａ推進薬の安全性 
ＳＲＢ－Ａ用推進薬は、末端水酸基ポリブタジエン（ＨＴＰＢ）、過塩素酸アンモニウム

（ＡＰ）、及びアルミニウム粉（ＡＬ）からなるコンポジット推進薬で、Ｈ－ⅡＳＲＢ用推

進薬に燃焼触媒を少量加えて作動時の燃焼速度を調整したもの（           ）

で、感度特性は同等です。 

 

 ＳＲＢ－Ａに取り付けるアダプタを一部変更し、容器･構造・推進薬組成は同じロケッ

トモータであるイプシロンロケット第１段モータは、危険区分で、国連番号0186、等級お

よび隔離区分１．３Ｃとなっており、「火災の危険性及び小規模な爆発性もしくは小規模な

飛散の危険性のいずれか又は両方の危険性を有する物質及び物品であるが一斉爆発の危険

性はない物質及び物品である」と判定されています。 

 

（１）ＳＲＢ推進薬の安全性に関する評価実験の概要 

Ｈ－ⅡＳＲＢ用推進薬については、これまで、通産省主催火薬類保安技術実験、物質工

学工業技術研究所での実験、宇宙開発事業団主催の衝突実験など各種の実験が実施されて

います。参考として、添付資料１にこれまでの研究経緯を示します。 

参考文献：(財)総合安全工学研究所“推進薬の威力に関する技術調査及び評価／検討（その８）”（1999）P.13-P.21 

 

これらの実験結果を要約すると以下のようになります。 

 

① 衝撃に対する反応性 

                                         

                                          

          

                                         

                                          

                         

 

 

② 衝突実験結果 

                                         

                                          

                                          

                                     



                                          

                                  

 

以上(①,②)のデータから、貯蔵するＳＲＢ－Ａ推進薬も、爆轟する危険は非常に小さいと

言えます。 

（２）硬化した推進薬の安定性 

コンポジット推進薬は、熱的に安定な樹脂（バインダ）と硬化剤を混ぜて反応させたも

ので、硬化した推進薬は熱的には非常に安定です。また、ＡＰ系コンポジット推進薬の  

        で容易には発火しません。 

火薬庫内においては局所的に加熱されることはなく、安全に貯蔵することができます。 

 

（３）想定されるリスクに対する安全性 

①落下のリスク 

ＳＲＢ－Ａを貯蔵中に保管台車から落下させた場合、火薬量は約 66トン、台車高さ

が約２ｍですので床面に衝突する速度は約 6m/s、入射するエネルギは 1.3×10６Ｊ（単

位質量当たりのエネルギ約 20J/kg）となります。これは、前述に示したエネルギより

小さく、推進薬が爆轟する危険性は非常に小さいと言えます。 

 

 ②火災のリスク 

火災によって外部から加熱された場合に想定されるハザードとして、以下の事象が

考えられます。 

(a)固体推進薬の爆轟 

(b)ＳＲＢ－Ａ内孔に点火し、ノズルから燃焼ガスを排出することによる飛び出し。 

 

(a)については、ＳＲＢ推進薬の安全性に関する評価実験からＳＲＢ－Ａ推進薬は燃焼

することはあっても爆轟に至る可能性は非常に小さいと考えられます。 

 

(b)については、以下のように類推しました。 

ＳＲＢ－Ａは、作動時の燃焼室となる内孔から外部に熱が伝わりにくい構造となっ

ており、作動時のモータケース強度の低下を防止しています。（図－１０参照） 

それゆえにケース外部から加熱された場合でも内孔へ熱が伝わりにくいと言えます。 

モータケースはＣＦＲＰ製であり、外部から加熱されると、樹脂が溶けて圧力容器

としての強度を保てなくなります。その後、推進薬外周部から発火しますが、ＣＦＲ

Ｐケースが裂けると考えられ、圧力が保持できなくなります。 

 

 以上の点から、外部から加熱された場合、外周から発火しケースが裂けて燃焼に至



ると考えられますが、内孔に点火してノズルから燃焼ガスを排出することによりロケ

ットモータが飛び出す恐れは非常に小さいと考えられます。 

 

 参考に弾薬の安全性評価試験方法 MIL-STD-2105B「非原子力爆弾のハザード評価試

験方法」で外部火災を想定した「ファーストクックオフ試験」の方法、およびＨＴＰ

Ｂ系コンポジット推進薬を用いたロケットモータに対してファーストクックオフ試験

を実施した文献の抜粋を添付資料－２に示します。 

 

 

（４）異常を想定した場合の保安確保に関する検討 

想定外の事象により推進薬が爆轟または燃焼した場合、保安の確保ができるかを検討し

ました。 

 

① 爆轟の可能性について 

これまでの実験結果では SRB-A推進薬は爆轟していませんし、爆轟に至る危険性は非常

に小さいと言えます。また、爆燃する恐れも小さく、火薬庫保管中に想定される事象に対

して TNTの爆発エネルギに対する換算率は１％程度（添付資料３参照）と考えられます。 

万一、爆轟又は爆燃したとしても所定の保安距離を有している為、安全を確保できると

考えられます。 

 

②燃焼について 

 推進薬が燃焼した場合、図－１１にありますように、火薬庫周囲近辺の樹木等が燃え

る可能性はありますが、周辺の保安物件に対しては十分な距離を有している為、安全を

確保できると考えられます。 

  



５．２ 大型ロケット組立棟から火薬庫へ戻す場合のＳＲＢ－Ａ の安全性 
基幹ロケットに組み付けられたＳＲＢ－Ａは、打ち上げ時下図(a)の順で火工品が結線さ

れ、点火用デトネータ(SAD)の起爆で発生した爆轟を伝播することで点火されるシステム

となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    後に 

接続されます。従って組立棟から組立済ＳＲＢ－Ａ単体を火薬庫へ戻す場合には、上図（ｂ）

のように起爆源となる点火用デトネータは無く、点火できない状態で安全です。 

 

この組立済ＳＲＢ－Ａを組立棟から火薬庫へ戻す場合のリスクとして、運搬台車からの落

下が想定されます。 

 

（１） 想定されるリスクに対する安全性 

① 落下のリスク 

リスク評価ためには、火工品装着済みの状態での落下試験が必要ですが、ＳＲＢ－Ａは推

進薬量が 66 トンあり、ＳＲＢ－Ａ推進薬単体、ならびに火工品を組み合わせた状態で落下

試験を行うことは困難です。この点から火薬庫へ戻す場合の構造、および組付けられる火

工品の安全性から、リスクの度合いを類推しました。 

組立済ＳＲＢ－Ａは以下の状況にあります。 

(a)点火用デトネータがなく、また隔壁型起爆管（TBI）も外して貯蔵するため、ＳＲＢ

－Ａのイグナイタに点火することができない。 



(b)ＳＲＢ－Ａに用いられる火工品で爆薬を装填したものは下記３点である。 

(i)隔壁型起爆管（ＴＢＩ）  

(ii)密封型導爆線（ＣＤＦ） 

(iii)Ｖ型成形爆破線（ＬＳＣ） 

これらは、それぞれ   落下試験において発火しないことが確認されています。 

ＳＲＢ－Ａの保管時は台車高さが約 2ｍであり、落下した場合の各火工品に付与される

衝撃は落下試験に比べて小さいと言えます。 

添付資料４～６にＴＢＩ，ＣＤＦ，ＬＳＣの構造と落下試験方法と結果概要を示しま

す。 

 

(c)上記火工品の内、(i)はＳＲＢ－Ａから外して貯蔵すること、(ii)、(iii)は配線カバ

ーに覆われていることで、いずれも外面に露出しておらず、落下した場合でも火工品

に直接衝撃が加わらない構造となっています。 

 

以上の点から、落下した場合にＳＲＢ－Ａに点火する可能性は小さいと言えます。 

 

② 火災のリスク 

ＳＲＢ－Ａの点火には火工品が爆轟を伝播することが必要ですが、ＴＢＩは取り外

し、代わりに保護栓（挿入部がＴＢＩと同じ外形寸法、同じＯ-リングを装着した物で、

ＴＢＩと同様の気密性を保持できる）を装着するため、火災によって外部から加熱さ

れた場合に点火することはありません。（図－１２参照） 

 

故に、組立済ＳＲＢ－Ａを組立棟から火薬庫へ戻す場合に、ＳＲＢ－Ａが点火される  

リスクは小さく、安全に貯蔵することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．３ 火薬庫土堤省略方向への安全性について 
当該第２火薬庫は前述のとおり、火薬庫設置当時の特認にて火薬庫の北東側（海側）の

土堤を省略することの許可をいただいております。第３項に示すとおり、火薬庫として必

要な法定保安距離については満たしておりますが、火薬庫北東側への影響を再評価し、以

下の通り安全性に問題のないことを確認しております。 

 

（１）北東側陸上への影響 

 土堤が省略されている北東側陸上には第２種保安物件に該当する、広田集落（村落の家

屋）が位置しております。これに対し、土堤を省略した二級火薬庫に必要な保安距離（火

薬類取締法施行規則第 23条第 6項）の考えに準拠し安全性の評価を行いました。以下のと

おり、必要とされる保安距離に対し十分な実距離を有しているため安全性に問題はありま

せん。 

 

保安物件 実距離(ｍ) 

法定保安距離 

(施行規則第 23条第 6項準用) 

距離（ｍ） 計算式（爆薬換算） 

第２種 
広田地区 

（村落の家屋） 
2000 1303  

 
（２）北東側海域への影響 

 土堤が省略されている北東側海域には保安物件に該当する定期航路の有無について再度

調査を行いました。種子島周辺を航行する定期航路はいずれも種子島西側の海域を航行す

るものであり、土堤が省略されている北東側海域を航行するものはなく、安全上の問題は

ありません。 

 

上記（１）および（２）の詳細な評価結果につきましては添付資料－７に示します。 

 

５．４ 緊急時の初動体制について 
万一、火薬庫を含めた設備において災害（火災、人身事故）等が発生した場合には種子

島宇宙センターで定める緊急連絡体制表に従い、関係各所への連絡、初期消火、避難誘導

および救護を実施いたします。図－１３に上記の緊急連絡体制表（平成 26年 7月 1日改訂）

の火薬貯蔵に係る緊急連絡体制部分を抜粋したフロー図を示します。 

なお、種子島宇宙センターでは緊急連絡体制表に基づく年間 2回の防災訓練を実施して

おります。 
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図－１ 第２火薬庫配置図 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－２ 第２火薬庫 立面図、平面図、外観写真 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－３（１／２） 第２火薬庫と保安物件との保安距離図（全体図） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－３ （２／２）  第２火薬庫と保安物件との保安距離図 （拡大図） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－４ MHI による今後の打上計画 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－５  SRB-A の製造から打上げまでの流れ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－６  関連する施設の配置図 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－７  ＳＲＢ－Ａ３本保管時の配置図 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－７  ＳＲＢ－Ａ３本保管時の配置図 

図－８  ＳＲＢ－Ａ１～２本保管時の配置図 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－９  ＳＲＢ－Ａ火薬庫返送時の形態 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１０  外部火災に対する影響の検討結果 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１１    第２火薬庫周辺の状況 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図－１２    ＴＢＩ保護栓取り付け状況 



図－１３ 緊急時の連絡体制 















添付資料７ 

火薬庫土堤省略方向への安全性評価について 
 
１．概要 
本資料は種子島宇宙センター第 2 火薬庫（地上式一級火薬庫）の火薬貯蔵量の増（火薬

200t 保管）に係る特則承認申請の申請明細書補足説明資料として、設置当初の特認により

土堤が省略されている方向（以下、土手省略方向と称す。）への安全を保つための考え方に

ついて整理し、纏めたものである。 
 
２．経緯 
平成 26 年 4 月、種子島宇宙センター第 2 火薬庫へ SRB-A3 本を保管するための貯蔵量の

増に係る特則承認申請に関して、経済産業省担当者様へ申請内容の説明を行った。経済産

業省担当者様より、第 2 火薬庫の放爆面方向（火薬庫北側）の土堤が火薬庫設置当初の特

認により省略されていることを踏まえ、SRB-A3 本保管時の土堤省略方向への安全性につい

て再度整理するようご指摘を頂いた。 
上記を受け、土手省略方向の保安距離の評価および、定期航路の有無の調査など安全性

の確認を行った。 
 
３．結論 
土堤省略方向の陸地に位置する保安物件（第 2 種保安物件：広田集落）に対しておこな

った、火薬取締法施行規則第 23 条第６項（二級火薬庫で土堤を設けない場合の保安距離）

に準拠した評価より、必要保安距離 1303m に対して、実距離 2000m 以上を持つため安全

性に対し問題はない（４項参照）。また、土堤省略方向の海域については保安物件となる定

期航路がなく、海側への安全も確保されていることを再確認した。（5 項参照）。 
以上のことから、ＳＲＢ－Ａ3 本保管について土堤省略方向への安全上の問題はないと評

価する。 
 
４．土手省略方向陸上への安全性評価 
第 2 火薬庫の土堤省略方向に位置する第 2 種保安物件（村落の家屋）への影響を評定と

し、第 2 火薬からの距離を用いて安全性を評価した。今回の評価では、火薬取締法で定め

られる以下の２つの「法定保安距離」を用いた。 
（１）第 2 火薬庫を一級火薬庫として考えた場合の法定保安距離（４．１項参照） 

  （２）第 2 火薬庫を二級火薬庫として考えた場合の法定保安距離（４．１項参照） 
また、参考値として「JAXA 知見に基づくロケット爆発を想定した影響への考え方」を用

いて同様に第 2 火薬庫からの距離についての評価を行った。以下にその考え方を示す。 
  （参考１）ロケット爆発時の爆風圧の影響に対する考え方（JAXA）（４．２項参照） 
  （参考２）ロケット爆発時の飛散物の影響に対する考え方（JAXA）（４．２項参照） 
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それぞれの評価結果を下記の表に示す。 
 

  

第 2 種保安物件 

までの実距離 

１）法定保安距離 

（一級火薬庫） 

２）法定保安距離 

（土堤なし 

二級火薬庫） 

参考１） 

爆風圧に対する 

距離 

参考２） 

飛散物に対する 

距離 

火薬貯蔵量 200ｔ 

（ＳＲＢ－Ａ3 本） 
2000m 652m 1303m 1266m 1518m 

 
上記の通り、参考値も含めすべての考え方における評価距離は評定となる第 2 種保安物

件までの実距離 2000m 以内に収まっており、安全上で十分な保安距離が確保されている。 
保安物件と保安距離の位置関係を図―1に示す。 
それぞれの詳細な評価内容は 4.1 項および 4.2 項に示す。 

 
４．１ 火薬類取締法法定保安距離による安全評価 

 第 2 火薬庫土堤省略方向の影響を評価するに当たり、第 2 火薬庫を一級火薬庫、また

は二級火薬庫として考えた場合に土堤省略方向にある第 2 種保安物件に対してそれぞれの

場合で必要となる法定保安距離をを用い、土手省略方向に対し安全性を評価した。 
 （1）一級火薬庫の法定保安距離 
  現在、設置当初の特認により当該第 2 火薬庫は土堤の省略された地上式一級火薬庫と

して許可を受けている。一級火薬庫として満たすべき法定保安距離に対する評価は以下

の通り。 
火薬類取締法施行規則第二十三条第二項 
規則第三十二条（危険の虞のない場合の特則）の規程により、第二十条第一項（最大貯

蔵量）の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保安物件に対して、当該

火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければならない。 
 
距離＝｛（分母の貯蔵量に対応する保安距離）×（貯蔵しようとする数量の立法根）｝ 

÷前項の表の貯蔵量の立法根 
  

上記規則を準用し、第 2 火薬庫を一級火薬庫（土堤あり）とした場合、火薬 200t 保管

時に必要な法定保安距離 652ｍとなる。 
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（２）二級火薬庫の法定保安距離 
  第２火薬庫の土堤省略方向への安全性を「土堤を設けない地上式二級火薬庫」として

捉え、法定保安距離について以下の通り評価を行った。 
火薬類取締法施行規則第二十三条第六項 
地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第一項に規定する保安距

離の二倍の保安距離をとらなければならない。 
 
上記規則を準用し、第 2 火薬庫を土堤のない二級火薬庫として考えた場合、火薬 200t
保管時に必要な法定保安距離 1303ｍとなる。評定となる第 2 種保安物件までの実距離

は約 2000ｍのため問題ない。 
 

４．２ JAXA 知見による評価（参考） 
本項では参考として JAXA の知見に基づきロケット爆発を想定した影響への考え方用

いて評価を行った。 
（1）ロケット爆発時における爆風圧による影響の考え方 
                                 に基づき、

固体ロケットが爆発した際に生じる爆風による爆風圧の評価を行った。算出式は以下の

通り。 
 
 
 
ここで、基準爆風圧⊿P とは、割れた窓ガラス等の飛散破片で人が障害を受けることを 

防ぐために定められた、爆風により窓ガラスなどが割れない圧力であり、      で

ある。（「窓ガラスの耐爆強度とその評価法（高圧ガス Vol.26、小林高根）」参照） 
また、爆風圧の影響を算定するための TNT 換算率には、                
                                において求められ

た TNT 換算率  を用いた。 
SRB-A3 本（198,000kg）が爆発した際に生じる爆風が及ぶ範囲は R=1266m（小数点

以下切上げ）となり、実距離約 2000ｍに対し問題ない。 
 
（２）ロケット爆発時における飛散物による影響の考え方 
固体ロケットが爆発に伴い飛散する破片に対する安全を確保する上で必要な保安距離

を JAXA 内文書「ロケット打上げ時等における保安距離の概説（KQD-06001)」に基づき、

各種爆発実験及びシミュレーションより求められた、下記の飛散物の最大飛距離を求め

る近似式を用いて算出した。 
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上記計算より、SRB-A3 本（198ton）が爆発した際に生じる飛散物から安全を確保す

るために必要な保安距離は R＝1518m（小数点以下切上げ）となり、実距離約 2000ｍに

対し問題ない。 
 

５．土手省略方向海上への安全性評価 
土堤が省略されている第 2 火薬庫北東側海上に対する安全性の評価として、種子島周

辺に定期航路を持つ定期船の状況について再調査を実施した。 
平成２６年５月現在、種子島にある港とその他の港を結ぶ定期船、及び種子島周辺に定

期航路をもつ定期船は以下の通り。 
 
 （１）共同フェリー運輸（有）【新さつま、新種子島丸】 

     種子島西之表港～鹿児島新港 
  （２）鹿商海運株式会社【はいびすかす】 
     種子島西之表港～鹿児島港（七ツ島） 
     種子島西之表港～屋久島宮之浦港 
  （３）COSMO LINE【プリンセスわかさ】 
               種子島西之表港～鹿児島本港 
  （４）屋久島町営フェリー【フェリー太陽】 
               種子島島間港～屋久島宮之浦港 
  （５）種屋久高速船株式会社【トッピー、ロケット】 
     種子島西之表港～鹿児島本港 
     種子島西之表港～屋久島宮之浦港 
     種子島西之表港～屋久島安房港 

 
図-2 に種子島周辺の定期航路図を示す。 
上記定期航路はいずれも種子島西側の海上を航行する定期航路であり、第２火薬庫の 

土手省略方向である種子島東側海上を航行する定期航路は無い。また、土手省略方向の 
海岸沿いは遠浅のサンゴ焦が広がる海域であり、小型漁船等の往来の頻度も低い。以上

のことから、土手省略方向の海側への安全も確保されていると判断する。 



図‐1：保安物件と保安距離の位置関係 



図‐2：種子島周辺の定期航路図 


	【黒塗り】02_20140901_特則承認申請明細書 
	【黒塗り】添付２
	【黒塗り】添付資料７



